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◎「
児
童
扶
養
手
当
」

　

父
母
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父

と
生
活
を
共
に
で
き
な
い
児
童
の

母
や
母
に
か
わ
っ
て
児
童
を
養
育

し
て
い
る
人
に
対
し
、
児
童
の
福

祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。（
こ

の
場
合
の
児
童
と
は
、　

歳
に
達

１８

し
た
日
以
降
の
最
初
の
３
月　

日
３１

ま
で
の
間
に
あ
る
者
を
い
い
ま
す
。

ま
た
、
児
童
が
、
心
身
に
中
程
度

以
上
の
障
害
を
有
す
る
場
合
は
、

　

歳
に
な
る
月
ま
で
で
す
。）

２０
　
　
　
　

◎「
特
別
児
童
扶
養
手
当
」

　

身
体
や
精
神
に
障
害
が
あ
る　
２０

歳
未
満
の
児
童
の
父
も
し
く
は
母
、

又
は
父
母
に
か
わ
っ
て
そ
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
人
に
、
児
童
の

福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

　
　
　
　

◎「
母
子
及
び
父
子
家
庭
等
医

療
費
助
成
事
業
」

　

母
子
家
庭
や
父
子
家
庭
の
保
護

者
と
児
童
な
ど
の
、
医
療
費
の
一

部
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生

活
の
安
定
と
自
立
を
支
援
し
母
子

家
庭
等
の
健
康
増
進
と
生
活
の
安

定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
事

業
で
す
。

対
象
者

　

ア　

母
子
家
庭
の
母
と
児
童

　

イ　

父
子
家
庭
の
父
と
児
童

　

オ　

養
育
者
が
養
育
す
る
児
童

　
※
現
在
、
受
給
し
て
い
る
方
へ

　

８
月
は
、
児
童
扶
養
手
当
・
特

別
児
童
扶
養
手
当
・
母
子
家
庭
等

医
療
費
助
成
の
現
況
届
及
び
所
得

状
況
届
の
月
で
す
。
町
役
場
よ
り

通
知
が
届
き
し
だ
い
速
や
か
に
届

出
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
い
お
問
い
合
わ
せ
先

　

児
童
家
庭
課

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ：

９
９
８－

７
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■
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
と
は

�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


■
該
当
す
る
方
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■
手
続
き
方
法
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�
す
で
に
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
お
持

ち
の
方
へ
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■
申
請
に
必
要
な
物
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「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」の
交
付
申
請
を
！

※「限度額適用・標準負担額減額認定証区分（低所得）Ⅱ」の認定を受けている期間の入院日数が計算対象になります。

■入院時における自己負担限度額

標準負担額
（入院時の１食当たりの食事代）

入院時の世帯単位の
自己負担限度額（月額）所 得 区 分
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■ウエイトリフティング競技日程

具志頭社会体育館

開会式　１７：３０～８月７日（土）

５３㎏ 級、６２㎏ 級９：００～８月８日（日）

５６㎏ 級、６９㎏ 級９：００～８月９日（月）

７７㎏ 級、８５㎏ 級９：００～８月１０日（火）

９４㎏ 級、１０５㎏ 級、
＋１０５㎏ 級、閉会式

９：００～８月１１日（水）

■女子ハンドボール　競技日程
浦添市てだこホール開会式　１６：００～７月３１日（土）

東風平運動公園体育館
具志頭社会体育館

１回戦９：３０～８月１日（日）

２回戦９：３０～８月２日（月）

東風平運動公園体育館
浦添市民体育館

３回戦１０：００～８月３日（火）

準々決勝戦１０：００～８月４日（水）

準決勝戦１０：００～８月５日（木）

字東風平出身　長田里奈　選手
〈写真提供　DIGI-PHOTOにしはら〉

■ウエイトリフティング競技
５６㎏ 級平仲　浩也後　原

６２㎏ 級平良　勇祐玻名城

６２㎏ 級神谷　勇斗富　盛

６２㎏ 級新垣　悠太新　城

６２㎏ 級金城　優紀東風平

６９㎏ 級野原　友樹富　盛

７７㎏ 級久米　大輝宜　次

８５㎏ 級宮里　知宗世名城

■ハンドボール競技
那覇西比屋根拓也伊　覇

陽　明長田　里奈東風平

■シンボルマーク（作者）
沖縄工業仲座　浩隆小　城

ハイビスカスをイメージした 
左のシンボルマークは９９０点の 
応募作品の中から選ばれました。

字宜次出身　久米大輝　選手

��広報 ２０１０．６

　

沖
縄
県
介
護
保
険
広
域
連
合
で
は
、
沖
縄

県
介
護
保
険
広
域
連
合
介
護
保
険
条
例
に
基

づ
き
介
護
保
険
料
の
減
免
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
対
象
者
】

　

下
記
の
事
項
①
〜
⑤
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
震
災
・
風
水
害
・
火
災
等
に
よ
り
、
住

宅
・
又
は
家
財
に
著
し
い
損
害
を
う
け
た

こ
と
。

②
生
計
の
主
の
収
入
が
死
亡
、
又
は
長
期
入

院
に
よ
り
、
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
。

③
生
計
の
主
の
収
入
が
事
業
の
休
廃
止
、
事

業
に
お
け
る
著
し
い
損
失
、
失
業
等
に
よ

り
、
著
し
く
減
少
し
た
こ
と
。

④
生
計
の
主
の
収
入
が
天
災
に
よ
る
農
作
物

の
不
作
、
不
漁
等
に
よ
り
、
著
し
く
減
少

し
た
こ
と
。

⑤ 
そ
の
他
、
広
域
連
合
長
が
必
要
と
認
め
る

者
。（
生
活
保
護
基
準
に
該
当
す
る
場
合
）

【
介
護
保
険
料
の
減
額
免
除
割
合
】

※
保
険
料
の
減
額
は
承
認
さ
れ
た
後
、
変
更

さ
れ
ま
す
。

①
に
該
当
す
る
場
合

�
前
年
の
所
得
額
と
損
害
の
程
度
に
よ
り
、

全
額
か
ら
８
分
の
１
を
減
額
。

②
又
は
③
に
該
当
す
る
場
合

�
前
年
の
所
得
額
と
所
得
の
減
少
割
合
に
よ

り
、
２
分
の
１
か
ら
８
分
の
１
を
減
額
。

④
に
該
当
す
る
場
合

�
前
年
の
所
得
額
と
農
水
産
物
の
損
失
額

（
補
償
額
は
除
く
）
に
よ
り
、　

分
の
５
か

１０

ら　

分
の
９
を
減
額
。

１０

⑤
に
該
当
す
る
場
合

�
保
険
料
の
半
額
。
又
は
第
１
段
階
保
険
料

と
の
差
額
を
減
額
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

○
持
参
し
て
い
た
だ
く
も
の

①
に
該
当
す
る
場
合

�
消
防
署
・
警
察
署
・
保
険
会
社
か
ら
の
罹

災
証
明
書
等

②
に
該
当
す
る
場
合

�
医
師
の
診
断
書

③
に
該
当
す
る
場
合

�
休
廃
止
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
た

り
る
書
類
、
失
業
保
険
受
給
証
明
書

④
に
該
当
す
る
場
合

�
不
作
・
不
漁
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
証

明
す
る
に
た
り
る
書
類

⑤
に
該
当
す
る
場
合

�
印
鑑
（
認
印
可
）

�
年
金
支
給
通
知
書
等
（
年
金
額
が
確
認
で

き
る
も
の
）

�
被
保
険
者
の
世
帯
全
員
の
預
金
、
貯
金
通

帳
�
有
価
証
券

�
身
体
障
害
者
手
帳

�
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
証

�
ご
本
人
及
び
世
帯
に
働
い
て
い
る
方
が
い

る
場
合
は
給
与
証
明
、
ま
た
事
業
を
し
て

い
る
場
合
は
所
得
の
収
支
が
確
認
で
き
る

も
の

�
資
産
評
価
証
明
書
（
資
産
が
な
い
場
合
は

無
資
産
証
明
書
。
市
町
村
役
場
に
て
発
行

し
て
い
ま
す
。）

※ 
提
出
さ
れ
た
書
類
に
不
足
、不
備
が
あ
る
場
合
、

又
は
、偽
り
の
申
請
そ
の
他
不
正
な
行
為
が

あ
っ
た
場
合
に
は
保
険
料
の
減
免
を
受
け
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
申
請
書
類
提
出
先
】

�
お
住
ま
い
の
市
町
村
の
介
護
保
険
担
当
課

へ
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

○
沖
縄
県
介
護
保
険
広
域
連
合

〒
９
０
４－

０
１
９
７　

沖
縄
県
中
頭
郡

北
谷
町
北
谷
２
丁
目
６
番
地
２

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
９
８－

９
２
１－

７
８
０
２

（
会
計
課　

賦
課
徴
収
担
当
）

○
市
町
村
担
当
課　

社
会
福
祉
課　

老
人
・

介
護
係　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
９
８－

９
９
８－

９
５
９
８

　

保
険
料
の
納
め
か
た
は
、
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
る
場
合
と
、
納

付
書
に
よ
る
納
付
（
普
通
徴
収
）
の
２
つ
に
わ
か
れ
ま
す
。
い
ず
れ
の
納
め
か
た
に

な
る
か
は
、
老
齢
・
退
職
（
基
礎
）
年
金
等
の
受
給
額
な
ど
で
決
ま
り
ま
す
。

　

特
別
徴
収
の
方
は
、
す
で
に
仮
徴
収
（
４
月
・
６
月
・
８
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
）

さ
れ
て
い
ま
す
。

【
対
象
者
】

　

老
齢
・
退
職
・
障
害
・
遺
族
年
金
が
年
額　

万
円
以
上
の
方

１８

【
納
め
か
た
】

　

偶
数
月
に
支
払
わ
れ
る
年
金
か
ら
、
介
護
保
険
料
が
あ
ら
か
じ
め
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

【
対
象
者
】

�
年
度
の
途
中
で　

歳
に
な
っ
た
方

６５

�
年
度
の
途
中
で
他
の
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
方

�
年
度
の
初
め
（
４
月
１
日
）
に
は
年
金
を
受
給
し
て
い
な
か
っ
た
方

�
年
度
の
途
中
で
所
得
の
更
正
等
が
あ
り
、
保
険
料
額
が
変
更
と
な
っ
た
方

�
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者

【
納
め
か
た
】

　

納
期
ご
と
に
、
広
域
連
合
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
納
付
書
を
も
っ
て
指
定
の
金
融
機

関
な
ど
で
収
め
て
い
た
だ
く
か
、
口
座
振
替
に
よ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

納
期
は
７
月
（
第
１
期
）
〜
翌
年
３
月
（
第
９
期
）
と
な
り
ま
す
。

普
通
徴
収

＝
納
付
書
で
個
別
に
納
め
ま
す
。

特
別
徴
収

＝
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

※
口
座
振
替
を

ご
利
用
す
る
と
便
利
で
す
！
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介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
り
ま
す
と
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
際
に
、
利
用
料

を
一
旦
全
額
支
払
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
く

な
っ
た
り
、
負
担
割
合
が
三
割
に
な
っ
た
り

す
る
な
ど
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
課
せ
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
納
め
忘
れ
の
な
い

よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
を
滞
納
す
る
と

（
給
付
制
限
に
つ
い
て
）

　

歳
以
上
の
み
な
さ
ん
、
７
月
か
ら
平
成　

年
度

６５

２２

介
護
保
険
料
普
通
徴
収
の
納
付
が
始
ま
り
ま
す
。
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　リストラや会社の倒産、解雇など事業主の都合（非自発的理
由）で離職した人が、在職中と同程度の負担で国保に加入でき
るように、平成２２年４月から、申告により以下のような国保税
の軽減策（恒久的制度）が始まりました。

平成２２年4月から ��������	
�������������	
�����
��������	��������	

■お問い合わせ　健康保険課（賦課・徴収係）TEL 998-2210

　地方税法の改正により、平成２２年度から国民健康保険税の課
税限度額が、医療分については４７万円から５０万円に、支援分につ
いては１２万円から１３万円に変わります。このため国民健康保険
税の課税限度額が介護分を含め６９万円から７３万円に変わります。
※介護分については課税限度額の改正はありません。

国民健康保険税の課税限度額が変わります

合　計介護分支援分医療分

６９万円１０万円１２万円４７万円改正前

７３万円改正なし１３万円５０万円改正後

対象となる人は？�
①国民健康保険加入者であること。
②離職時点で６５歳未満であること。
③離職日が平成２１年３月３１日以降であること。
④雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、下記
の離職理由コードに該当していること。
　【雇用保険の特定受給資格者】の離職コード　
　　⇒《11、12、21、22、31、32》
　【雇用保険の特定理由離職者】の離職コード　
　　⇒《23、33、34》
※離職理由についての詳細は「ハローワーク」
にお尋ねください。（０９８－８６６－８６０９）

軽減される期間は？�
●離職した日の翌日から翌年度末までの期間の保険税が軽減されます。
※離職日が平成２１年３月３１日以降であること。
※雇用保険の失業等給付をうける期間とは異なります。
※国保加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社
の健康保険に加入するなどして国保を脱退した場合は終了となる事もあります。

申請に必要なものは？
１．雇用保険受給資格者証の写し（※紛失された方はハローワークにて再発行の

手続きが必要となります）
２．認印

軽減を受けるには役場本庁（健康保険課）への申告が必要です。�

●国保税は、前年の所得などに
よって算定されるため、前年
の給与所得をその【３０／１００】
とみなして算定します。
※ただし、同じ世帯に属する左
記理由に該当しない被保険者
の所得は、通常の額で算定し
ます。
※給与所得以外についても、通
常の額で算定します。
　（資産割・均等割・平等割）

軽減される額は？�

制度がはじまる（平成２２年４月１日）
以前に離職した場合は？�

●制度がはじまる平成２２年４月１日以前１年
以内（平成２１年３月３１日）以降に離職した
人は対象となり、平成２２年度に限り保険税
が軽減されます。
※ただし、平成２１年度の保険税は軽減対象とはなりませんのでご注意ください。

軽 減 期 間離職日（失業した日）【参考例】
平成２３年３月末まで（平成２２年度）平成２１年３月３１日～平成２２年３月３０日制度施行前

保険税
平成２４年３月末まで（平成２２～２３年度）平成２２年３月３１日～平成２３年３月３０日制度施行後
平成２３年７月末まで平成２１年３月３１日～平成２２年３月３０日制度施行前高　額

療養費 平成２４年７月末まで平成２２年３月３１日～平成２３年３月３０日制度施行後
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公共施設等へAED（自動体外式除細動器）を設置しました。公共施設等へAED（自動体外式除細動器）を設置しました。
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設 置 場 所住　所施　設　名
１階ロビー八重瀬町字具志頭６５９八重瀬町役場本庁舎１
１階ロビー八重瀬町字東風平１９２－８八重瀬町役場東風平庁舎２
１階ロビー八重瀬町字東風平１０１４八重瀬町中央公民館３
１階ロビー八重瀬町字具志頭１具志頭農村環境改善センター４
フロアー入口八重瀬町字具志頭３５２具志頭歴史民俗資料館５
フロアー入口八重瀬町字東風平１４２６区画整理事務所６
フロアー入口八重瀬町字東風平１３１８－１八重瀬町保健センター７
フロアー入口八重瀬町字東風平１３１８－１八重瀬町社会福祉会館８
フロアー入口八重瀬町字具志頭６４５八重瀬町具志頭老人福祉センター９
管理棟入口八重瀬町字東風平１０７４東風平運動公園陸上競技場１０
フロアー階段横八重瀬町字東風平１０７６東風平運動公園体育館１１
管理棟２階八重瀬町字東風平１０４２－２東風平運動公園テニス場１２
管理棟２階八重瀬町字東風平１１３６－２東風平運動公園サッカー場１３
３塁側ベンチ裏八重瀬町字東風平１０５８東風平運動公園野球場１４
管理棟事務所内八重瀬町字東風平１０１８－１八重瀬町営プール１５
フロアー入口八重瀬町字具志頭１具志頭社会体育館１６
管理棟廊下八重瀬町字具志頭１３００具志頭運動公園陸上競技場１７
１階玄関八重瀬町字東風平２５５－３東風平給食センター１８
１階玄関八重瀬町字具志頭６６１具志頭給食センター１９
フロアー入口八重瀬町字具志頭１具志頭中学校セミナーハウス２０
職員室入口八重瀬町字東風平２６７八重瀬町立東風平中学校２１
職員室内八重瀬町字具志頭６９０八重瀬町立具志頭中学校２２
保健室内八重瀬町字東風平３０４八重瀬町立東風平小学校２３
職員室横廊下八重瀬町字小城５５１八重瀬町立白川小学校２４
職員室入口八重瀬町字具志頭６６６八重瀬町立具志頭小学校２５
職員室裏出入口八重瀬町字新城１３８１八重瀬町立新城小学校２６
玄関左側八重瀬町字東風平２５７－２八重瀬町立東風平幼稚園２７
玄関奥側八重瀬町字小城５５０八重瀬町立白川幼稚園２８
フロアー入口八重瀬町字具志頭６６１八重瀬町立具志頭幼稚園２９
玄関左側八重瀬町字新城１３８１八重瀬町立新城幼稚園３０
玄関右側八重瀬町字富盛３４６－１八重瀬町立みなみ保育所３１
玄関左側八重瀬町字新城８５７八重瀬町立新城保育所３２
フロアー階段横八重瀬町字友寄３４－１友寄児童館３３
玄関右側八重瀬町字高良１高良児童館３４
フロアー入口八重瀬町字大頓１３１３具志頭児童館３５


